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日本会計士会創立期における会計士
―『日本会計士会々報』にみる会計士業務―

山 下 修 平　

はじめに

　本稿は、『日本会計士会々報 1』に掲載された論説・講演記録・資料・説苑
・雑録等（以下、論説等）を紹介し、これらを考察することにより、我が国
における戦前の会計士業務を明らかにすることが目的である。これまで注目
されることの少なかった『日本会計士会々報』を用いて、当時の会計士業務
の一端を明らかにしたい。
　戦前の会計士は、現代の公認会計士とは異なる。後に誕生する計理士の前
身となる、日本における最初の職業会計人であった。当時の会計士は、法律
の規定はなく、イギリスやアメリカの会計士を範として 2、自ら会計士と称
し 3、会計事務所を営んでいた。現代の公認会計士は、公認会計士法によっ
て監査を独占業務とし、その地位を保証されている 4。他方、戦前の会計士
は、法律によって成り立つものではなく、その業務内容については詳細には
明らかになっていない。初めて法律によって職業会計人としての地位が認
められるのは、1927 年の計理士法の成立を待たなければならなかった。先
行研究により、計理士法が制定されるまでの過程は明らかにされている（原
1989、百合野 1999）。計理士法の制定の前は、法案名を会計監査士法案また
は会計士法案として繰り返し帝国議会に提出され、議論が重ねられてきた。
計理士法制定以降も法改正の動きが活発で、その過程も詳細に明らかにされ
ている（原 1989、平野 2012）。しかし、計理士法成立前における会計士の業
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務は、不明な点が多い。Ⅲ章において後述するように、断片的に明らかにな
っているのみである。
　本稿は、1921 年に誕生した会計士の初めての団体である日本会計士会の
会報『日本会計士会々報』を用いて、当時の業務の一端を明らかにしたい。
日本会計士会は、実務界の団体であり、その会報の記載内容から、当時の会
計士の業務の一端を明らかにすることができると考えたからである。当時の
業務を明らかにすることは、我が国における職業会計人の業務の変遷を知る
うえで、また、日本における監査業務の発展を考察するうえで、重要な意義
を持つものである。『日本会計士会々報』は、その重要性にもかかわらず、
これまでほとんど注目されることはなかった。これは、Ⅰ章で詳述するよう
に、文献のデータベースに掲載されていないことと、所蔵されている図書館
が少ないためである。
　まずⅠ章では、『日本会計士会々報』と、後続の『日本計理士会々報』の
概要を整理する。これまで明らかにされていなかったタイトル一覧を提示し、
論説等の扱う内容について、その傾向を概観する。Ⅱ章では、『日本会計士
会々報』の詳細な考察を行う。本稿では『日本会計士会々報』の前半 4冊、
つまり第 1号から第 4号までを取り上げ、掲載された論説等を吟味・考察し、
日本会計士会創立期における会計士の業務について検討したい。Ⅲ章では、
先行研究により明らかになっている当時の会計士業務を整理し、『日本会計
士会々報』から明らかになった当時の会計士の業務を考察する。

Ⅰ　『日本会計士会々報』の概要

（1）日本会計士会の概要
　『日本会計士会々報』は日本会計士会によって発行されている。日本会計
士会は、1921 年に、職業会計人の団体としてはじめての職域団体として誕
生した（全日本計理士会職業会計人史編纂委員会編 1973、8 頁）。
　会計士が誕生した背景には、株式会社の増加と大規模化、会計事務の増大
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や複雑化があった。日本における最初の株式会社である第一国立銀行が 1873
年に設立され、1890 年に旧商法、1899 年に改正商法が公布された。その間、
会社の数、規模ともに増加し続けている。全国の会社数は、1881 年に 1,803
社、1890 年に 4,296 社、1900 年に 8,598 社に増加している。資本金合計額
は、1881 年に 27,775 千円、1890 年に 225,477 千円、1900 年に 779,251 千円
と増加している（高村 1996　40-59 頁）。商法は商業帳簿の作成、提出、保
存を規定しており（黒澤 1976　3-29 頁）、会計の知識を必要とする事務作業
が求められた。1899 年には、所得税制の改正により、法人に対する所得課
税が実施されることになった（高木 2007　39-41 頁）。さらに会計事務作業
が増加したものと考えられる。加えて、1909 年の「日本製糖汚職事件」5 に
より職業会計人による監査制度の導入が論じられるようになった（原 2005
188-194 頁）。後述するように、1890 年には日本で最初の会計事務所が設立
され、1907 年には監査を行う事務所が設立された。その後、日本各地で会
計士が誕生したものと思われる。
　日本会計士会は、1920 年に開催された会計士懇話会が母体となっている。
会計士懇話会は、東奭五郎、宮原六郎、森田熊太郎、中瀬勝太郎、奥田大造
の 5名が発起人となり、懇談会を呼び掛けたことに端を発している。同メン
バーで会合を重ねたのち、会計士の地位向上と信用の保持増進を目的とし、
1921 年 6 月 9 日に総会を開いて日本会計士会が設立された。設立当時の会
員は 27 名である 6。同会の社員（会員）となるためには、試験と実務修習を
課して厳選していた。当時の会計士の正確な人数は明らかになっていない。
1921 年 1 月の農商務省商工局の会計士の現在調べによれば、開業者は 12 名
と英国会計士 4名となっているが、調査漏れによるものが何名かあったとさ
れる（日本公認会計士協会 25 年史編さん委員会編 1975　48 頁）。また、『日
本会計士会々報』第 1号（1922 年）の説苑（説話のこと）において、会計
士竹内恒吉は「今や会計士と称する者の数、全国を通じて五十を算し」と述
べており、さらに『日本会計士会々報』第 2号（1923 年）において、会計
士東奭五郎は「東京及附近に会計士の職務を開始するものは精々三十名、大
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阪及神戸附近にて二十名に足らず、其他全国を通じて数名若くは拾数名に達
せざる現状」と述べている。業界内で知られた会計士の半数ほどが日本会計
士会に参加したものと思われる。

（2）会報の概要
　『日本会計士会々報』と、後続の『日本計理士会々報』は、第 1号（1922
年発行）から第 20 号（1940 年発行）まで発行された。各地の図書館に分散
して所蔵されている 7。20 号の全てを所蔵している図書館は存在しないと思
われる。また、会報であるためか、国立情報学研究所のデータベース CiNii
において『日本会計士会々報』の論説等のタイトルを検出することはできな
い。これらの理由により、『日本会計士会々報』はこれまで注目されること
はほとんどなかった。しかし、当時の会計士の業務を知る手掛かりとして、
会報に掲載された論説等を検討することは意義あるものであると考える。日
本会計士会は、実務界で活躍する会計士の集まりであり、その会報は当時の
実務を明らかにする材料になりうる。
　『日本会計士会々報』は、A5サイズで、第 1号は 144 頁の分量であった。
各号ともに、論説等が掲載され、巻末には定款・設立趣意書・役員名簿・社
員名簿などが記載された。
　『日本会計士会々報』は第 1号（1922 年）から第 8号（1927 年）まで発行
された。1927 年の計理士法の成立に伴い、日本会計士会は日本計理士会と
改称し、会報も『日本計理士会々報』とその名を変えている。『日本計理士
会々報』は第 9号（1929 年）から第 20 号（1940 年）まで発行された。

（3）『日本会計士会々報』『日本計理士会々報』に掲載された論説等
　表 1は、『日本会計士会々報』の論説等のタイトルである 8。表 2は、『日
本計理士会々報』の論説等のタイトルである 9。『日本会計士会々報』は、計
理士法の成立前に発行されており、会計士が法律によって規定されることは
なく、世間にさほど知られてはいなかったと思われる。会計士法案や会計監
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..]৫њӨ/2&@MMI',glb`���01 /7-/.-0/���/.8./



24

7 
 

 

 

න�ʁʲೖຌܯཀྵ࢞ճʓๅʳͶ͕͜ΖઈνφϩҲལ

ߺ ߨ೧݆ झพ νφϩ ॽݠ ஸं
ճ٠ܯճࡏࠅ ԍߪࠄճ٠ๅܯճࡏࠅ ຌճٮҽ Ծଢ࿗
ճ٠ܯճࡏࠅ ԍߪࠄճ٠ๅܯճࡏࠅ ຌճʓҽ ౨㡲ޔ
ճ٠ܯճࡏࠅ ԾࢱชͶଲͤΖธࢿ়ղ൹
ճ٠ܯճࡏࠅ ౨ࢱͶଲͤΖธࢿ়ղ൹
ճ٠ܯճࡏࠅ ڱճ٠֕ܯճࡏࠅ
ઈڂݜٶ ࣰߨࢬ๑࢞ཀྵܯ ຌճٮҽ ฑҬଢ
ઈڂݜٶ ճऀઅཱིݡॽճ໌ࢱ࢞ܯ ຌճʓҽ ീᢝ࢝࿗

״য়ͶଲͤΖॶݳ࢞ཀྵܯ ؖय़٤
ઈڂݜٶ ॴ͢ಚ΄͘ӻۜࢋड़ͳࢊࡔয়ସනࣖ ຌճʓҽ ґ౽Қ๗
ઈڂݜٶ ࠬܯཀྵ͗࢞ෝ୴ͤ΄͘ҕ ຌճʓҽ ో෨ٝ༦
ઈڂݜٶ ճۂܯແྪ ຌճʓҽ ࠦਫ਼ᴣஎ
ઈڂݜٶ λϫώϱླࢎ ຌճʓҽ ଞీݢଆ

ྭ खగༀɼࠬༀͳ๑ཱٝແ
ઈڂݜٶ ंࢀͶଲͤΖܯཀྵ࢞ ຌճʓҽ ീᢝ࢝࿗
ઈڂݜٶ ࠄ९ӻਅۂਕॶಚดͶӨݺ ຌճʓҽ ੶ಛࣥ
ઈڂݜٶ քࢩవ݀ࢋॽखѽ๏๑ٶ;೯ͶؖͦܐΖୌऑױ ຌճʓҽ ీব࢟
ઈڂݜٶ ʲճ࢞ܯๅࠄॽʳͶमͱ ຌճʓҽ ࠦਫ਼ᴣஎ
ઈڂݜٶ ճ࢞ܯͶؖͤΖธࠅҲྭ ຌճࠬ
ઈڂݜٶ ඬ६ݬՃࢋܯҲྭ ຌճٮҽ ಅࢃଢ
ઈڂݜٶ ܯӨͳճܨཀྵద ຌճʓҽ ٤ࢃു
ઈڂݜٶ ๑րਜ਼Ͷमͱ࢞ཀྵܯ ຌճʓҽ ࠦਫ਼ᴣஎ
ઈڂݜٶ ૌҽՅࡏͶԛ͜Ζஈ伫खѽ๑ ຌճʓҽ ീᢝ࢝࿗
ઈڂݜٶ ճࣆܯແॶճܯ ຌճࠬ

࢝յࡏࠅճܯճ٠ ࡲճ٠൫ἤճͶԛ͜Ζ+�5�+�3ULQFH�*HRUJH�.�*ѭܯճࡏࠅ
࢝յࡏࠅճܯճ٠ ྛಲͶԛ͜Ζࡏࠅճܯճ٠ʤ౽ຌ߀ଢദ࢞ɼຌճΝେන͢ͱड़ੰʥ

ઈڂݜٶ ॽΝޮනͦΖຌࣰྭࠄࠬๅ࢞ཀྵܯ ຌճʓҽ ࠦਫ਼ᴣஎ
ઈڂݜٶ ഓۜͶमͱ ຌճʓҽ ീᢝ࢝࿗
ઈڂݜٶ ճ࢞ܯंࢀͶଲͤΖͶؖͤΖϐϱϟϱϕϫΤࢱॶઈ ຌճʓҽ ో෨ٝ༦

ྭ Ͷؖͤݘٽ՟੭ୌͳḷഓศؒ੧ͽͪΖߨճऀ͗ḷഓΝࣞה
Ζྭ

ྭ ճऀༀҽंࢀͶଲͤΖଝ֒ഝঊٝແͶؖͤΖྭ
ઈڂݜٶ ୁईଲলනͳଝӻࢋܯනʤεϣϜϪϱώρύָઈΝৼͳ͢ͱʥ ຌճٮҽ ಅࢃଢ
ઈڂݜٶ ఴΝΊͱ࢞ཀྵܯ ຌճʓҽ ੶ಛࣥ
ઈڂݜٶ ॽΝޮනͦΖຌࣰྭʤ௧ʥࠄࠬๅ࢞ཀྵܯ ຌճʓҽ ࠦਫ਼ᴣஎ
ઈڂݜٶ ॶಚࠬҗҽͳ͢ͱ״ऑױ ຌճʓҽ ੶ಛࣥ
ઈڂݜٶ ๑րਜ਼࢞ཀྵܯ ຌճʓҽ ో෨ٝ༦

ྋࣁ ૉ੭ಋଔճऀ݀ࢋΝ൳ͦΖࣰྭ ຌճࠬ
ઈڂݜٶ سཤ༽ंͶଲͤΖ࢞ཀྵܯ ຌճʓҽ ീᢝ࢝࿗
ઈڂݜٶ ཤࢢͳݬՃࢋܯ ຌճʓҽ ۛᖔ࣑߄
ઈڂݜٶ ӵࠅճऀ๑րਜ਼ͳوࠬఈکԿ ຌճʓҽ ࠦਫ਼ᴣஎ

ྋࣁ ৈ༫ۜୂٶ৮Ҝ࿓ۜͶमͱ੭ۜୌ ຌճࠬ
ઈڂݜٶ ࣙΝ࢞ཀྵܯ ຌճʓҽ ٤ࢃു
ઈڂݜٶ ͳ੭ແେႷ࢞ཀྵܯ ຌճʓҽ ੶ಛࣥ
ઈڂݜٶ ՟੭ୌͶͯ͘ͱࢢཤ࠶ࠅ ຌճʓҽ ۛᖔ࣑߄
ઈڂݜٶ ੭րַͶଲͤΖॶ״ ຌճʓҽ ో෨ٝ༦
ઈڂݜٶ ঘঐंۂͶՙࠇ͵ΖߨݳӨۂफӻ੭๑ ຌճʓҽ ੶ಛࣥ
ઈڂݜٶ ੭ۜͳܯཀྵ࢞ ຌճʓҽ ో෨ٝ༦
ઈڂݜٶ ැݟพܯཀྵ࢞ճઅཱིͶमͱ ຌճʓҽ ో෨ٝ༦
ઈڂݜٶ ॽΝޮනͦΖຌࣰྭʤ௧ʥࠄࠬๅ࢞ཀྵܯ ຌճʓҽ ࠦਫ਼ᴣஎ
ઈڂݜٶ ੭ແॼ಼وดͶखѽրਜ਼Νسͤ ຌճʓҽ ീᢝ࢝࿗

ྋࣁ ଁ੭Ҍࣥॉ٠ճͶԛ͜Ζܨࣆ٠գ
ઈڂݜٶ ಢґճ࢞ܯֆۛয় ຌճٮҽ ฑҬଢ
ઈڂݜٶ ੭๑ඍܿؗͶमͱ ຌճʓҽ ో෨ٝ༦
ઈڂݜٶ ஈ伫Ճ ຌճʓҽ ࠦਫ਼ᴣஎ
ઈڂݜٶ ๅृͶमͱ࢞ཀྵܯ ຌճʓҽ ീᢝ࢝࿗

ྋࣁ ࣥॉ٠ࢀճͶԛ͜Ζ੭๑Ҍܨࣆ٠գ
௪৶ ޔյࡏࠅճܯճ٠ʀຌ၍େනंड़ଘଠ

ޔյࡏࠅճܯճ٠ തྜྷͶԛ͜Ζࡏࠅճܯճ٠ ྜྷྒྷҲ
ઈڂݜٶ ੭րַͶؖͤΖݩࢾ ຌճٮҽ ଞ
ઈڂݜٶ ࢞ཀྵܯͳۃ࣎ ຌճʓҽ ో෨ٝ༦
ઈڂݜٶ ๅृͶमͱ࢞ཀྵܯ;࠸ ຌճʓҽ ീᢝ࢝࿗
ઈڂݜٶ ౕրַ࢞ཀྵܯ ຌճʓҽ ో෨ٝ༦
ઈڂݜٶ ͳۜʀճܯ ຌճʓҽ ౖ౨Ҳ

ྋࣁ ๅृͶؖͤΖؓఈॽ࢞ཀྵܯ

ʱʰ໌฿ʱʰʱͺྲྀɽགྷʱʰఈىʰຌճתɽࡀΓΕ࣏ߺճʓๅʳ֦࢞ཀྵܯྋʥɻʲೖຌࣁ

�ߺ
����೧

ʤদ�೧ʥ
�݆

ߺ��
����೧

ʤদ�೧ʥ
��݆

ߺ��
����೧

ʤদ�೧ʥ
�݆

ߺ��
����೧

ʤদ�೧ʥ
��݆

ߺ��
����೧

ʤদ�೧ʥ
�݆

ߺ��
����೧

ʤদ��೧ʥ
�݆

ߺ��
����೧

ʤদ��೧ʥ
��݆

ߺ��
����೧

ʤদ��೧ʥ
��݆

ߺ��
����೧

ʤদ��೧ʥ
�݆

ߺ��
����೧

ʤদ��೧ʥ
�݆

��ߺ
����೧

ʤদ��೧ʥ
�݆

ߺ��
����೧

ʤদ��೧ʥ
��݆

..]৫њӨ/2&@MMI',glb`���02 /7-/.-0/���/.8./



日本会計士会創立期における会計士 25

どこまでの範囲を会計士の業務とするかの提言など、会計士としてどのよう
にあるべきかを模索している様子がうかがえる。他方、『日本計理士会々報』
では、会計処理の紹介や、国際会計会議における講演の紹介など、より実務
的な内容となっている。
　Ⅱ章では、『日本会計士々報』の前半、つまり日本会計士会の創立期にあ
たる第 1号から第 4号を対象とし、論説等の吟味・考察を試みる。

Ⅱ　『日本会計士会々報』の詳細な検討

　『日本会計士会々報』における論説等の詳細な検討を行う。なお、会計士
の業務に関連する箇所について重点的に吟味・考察を行う。業務にほとんど
触れていない論説等は、割愛、または簡単に内容を紹介するのみにとどめて
いる。

（1）『日本会計士会々報』第 1号（1922 年 5 月発行）
　第 1号は、講演記録 2本、資料 1本、説苑 1本が掲載されている。また、
巻末に本会記要として、定款や役員名簿・社員（会員）名簿が記載されてい
る。本号では日本会計士会の設立に関する記載に多くの誌面が割かれている。
　講演記録の 1本目は、中村繼男 10 による「税務より観たる会計士の必要」
である。中村は、東京税務監督局事務官として講演を行っている。中村は後
に衆議院議員 11 を務めている。計理士法案の立案に影響を与えている可能性
がある。講演記録には、「現在の税務行政」が「官民の調和が保たれて居ない」
とし、「調和」のために「仲介機関」の「出現を希望」する旨の発言が記載
されている。これによると、所得税や営業税が申告税の形式を採用している
ことから、税務行政の視点から税負担の「公正」を期する必要があるとして
いる。官の側には、調査に携わる人員の少ないことや「官界に居る人は民情
に疎い」こと、民の側には、不正な申告が行われていることが欠点であると
述べている。不正には、負担の軽減を図るものだけではなく、税務の知識の
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欠如に由来するものも多いとし、民に対して税務の知識を伝える役割の必要
性を説いている。これら官民調和の機関として、日本会計士会にその役割を
期待していた 12。本講演では、税務のみに言及しており、そこに監査や検査
の言葉は見られない。むしろ現在の税理士に近い役割を期待していたことが
うかがえる。第 1号の巻頭を飾る講演記録に、税務が取り上げられているこ
とは、当時の会計士にとって重要な業務であったことがうかがえる。
　講演記録の 2本目は、森田熊太郎 13 による「会計士法案の来歴」である。
森田は、我が国で最初に会計事務所を開いて監査業務を行ったとされ 14、実
務家として活躍した（安藤他編　2007、1294 頁）。1907 年、東京に森田会計
調査所を開設し 15、後に計理士登録を行っている 16。本講演において、1914
年に「会計監査士法案」が第 31 帝国議会に提出されて以来、毎年のように
議会に提出されている「会計監査士法案」「会計士法案」の審議の経緯 17 を
説明し、これまでの法案の問題点を挙げている。これによれば、「明治四十
年来会計調査所を経営して居る経験によれば英米殊に英国に盛に行はれて居
る事業会社の会計監査及び証明は、種々の事情もありて直に我国の事業会社
に之れを移植することは困難である」とし、「寧ろ個人経営等の相談役とな
りて、一般商工会の会計組織等を改良しゆき（原文ママ）、会計士の何者た
るを知らしめ、漸次公共団体より会社組織の経営に及び向上発展してゆくこ
とが、日本に於ける会計の職業を安全に発達せしむる最良の方法である」と
述べ、監査や証明の業務のみにこだわらない姿勢を示している。「監査証明
等は漸次法律規則の改正によりて歩を進めて行きたいと思ふて居る」とし、
将来は監査を法律によって規定することは考えていたようである。「個人経
営等の相談役」になるべき旨を発言しているが、他方では、「企業目論見書
の起草」や「株式及社債の発行登録並に名義書換に関する事務」などの業務
は、「第三者の位置に立ち不羈独立に執務すべき会計士本来の職務」として
は不適当であるとし、「会計士と会計代弁業者」とを区別してこれらの職務
を法律で列記することに反対している。また、弁護士が会計士を兼務できる
条文にも反対している。監査業務を法律で規定することには時期尚早と考え
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る一方で、「第三者」「不羈独立」を重んじ、法律で会計士の立場を強化した
いと考えていた。
　説苑は、竹内恒吉 18 による「日本に於ける会計士の職務範囲と会計士養成
の必要」である。本説苑では、実務の発展が先か、法律の制定が先かの議論
があるとしつつ、「吾国会計士の職務をして将来如何なる方向に進ましむべ
きかを先決するを要す」と述べ、会計士における職務のあり方を提言してい
る。この中で、「英国の如く主として監査の方面に進展せしむへきか」「経営
の方面にも接触せしむべきか」「二者を併せて、特定の業種に狭く深く関与
せしむるを以て得策とすべきか」と 3つの選択肢を挙げて、竹内は「経営上
の技師やらしむべし」と結論付けている。具体的には、業種ごとに専門の会
計士を養成し、会計組織の立案、業績及び会計の監査を行うだけではなく、
法律上経営上の顧問としての職務を行うことが、会計士のあるべき姿だとし
ている。そのためにも会計士養成所を設立し、専門家を養成する大切さを説
いている 19。会計士業務の柱として監査を挙げてはいない。現代の税理士業
務とコンサルタント業務を合わせたような形態を考えていたようである。全
国 3か所に会計事務所を抱え、実務界で大きな存在であったと思われる竹内
の提言は、その後の計理士法案の作成に大きな影響を与えたに違いない。
　講演記録 2本、説苑 1本、いずれも会計士業務として監査業務・証明業務
のみにとらわれることなく、税務や経営顧問を業務の中心として考えている。
日本会計士会に参加している実務家や官吏の考えが、後の計理士法の成立に
何らかの影響を与えていると思われる。

（2）『日本会計士会々報』第 2号（1923 年 1 月発行）
　第 2号は、論説 1本、講演記録 1本、資料 1本、説苑 2本、研究 1本、判
例 1本が掲載されている。
　論説は、中村茂男 20 による「会計士会麗澤問題に就て」である。本論説で
は、会計士の活動には自由裁量の範囲があるとしつつも、会計士法が実施さ
れるまでは、会員の「知識の交換、相互の麗澤」、つまり会員同士の知識技
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術向上が必要とし、「会計処理法に就て法規の関与せざる部分」については
統一的見解を示すことを唱えている。ただし、会計士の具体的な業務には触
れていない。
　講演は、奥田大造 21 による「企業に於ける会計の職分」である。講演は、
東京工場懇話会の会員及びその事業従業員に対して行ったもので、聴衆の多
くが会計に携わるものではないと思われる。この中で、「製造」「販売」「会計」
の三部門が「有機的な関係にあらねばならぬ」とし、会計の重要性を説いて
いる。現状では、会計は他の二部門より軽んじられているとし、企業の健全
な発達のために会計を重視するように説いている。また、原価計算の導入や、
減価償却を含む損益計算の重要性を挙げている。あくまでも会計に携わる者
に対して講演しているわけではないので、会計士の業務についてはほとんど
触れていない。
　資料は、渡部義雄 22 による「英国会計士に対する所感」である。渡部は、
東会計士事務所より英国に派遣され、1920年より2年間にわたって視察した。
ロンドンの会計事務所において、実地研修も行っている。本資料は、英国ロ
ンドンに滞在していた際の所感を、6つに分け、述べている。「第一　会計
士事務所の規模」では、英国では会計士が多数の事務員を雇い、大規模に事
務所を経営していることに驚いている。渡部が視察した事務所では、会計士
2人と事務員26人で構成され、「中等程度の大さを有する事務所」としている。
最大の会計士事務所は 100 人から 200 人を有すると述べている。「第二　会
計士の専門」では、保険業・銀行業・鉄道業などの各種事業に精通する事務
所、あるいは破産清算等を得意としている事務所等が存在していることを紹
介している。その一方で、当地の会計士の多くが、専門に特化すると十分な
仕事を得られないと考えていることを紹介している。「第三　会計士事務所
の仕事」については、当地の会計事務所における仕事を分類・列記すること
は困難としつつ、「監査」「会計事務」「税務に関する事務」「破産、清算、信
託等の事務」「調査」「秘書役」「帳簿組織又は会計組織の立案改良」「取締役
及支配人」「紛議の仲裁」の 9つを挙げている。このうち、「会計事務」の業
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務が、渡部が渡英前に考えていたよりも、比重の大きいことに注目している。
英国では、単純な帳簿の記入は会社の事務員によって行われているが、諸帳
簿の記入の正否の検査・転記の検査・試算表の作成・貸借対照表及び損益計
算書の作成などを会計士事務員が出かけて行っているとしている。今後、日
本においても、監査業務のみにこだわることなく、会計事務を引き受けるこ
とを検討すべきとしている。「税務に関する事務」は、英国で近年著しく増
加していると言及し、監査に従事して得られる知識を利用して、税務署への
届書を作成し、税務署の質問に答弁している現状を説明している。「第四　
会計士事務所員の執務振に就て」では、会計士事務所の事務員全員が、非常
に事務的訓練がなされていることに感心している。「第五　会計士に対する
法律の保護」では、英国では会計士法はないものの、勅許状によって設立さ
れた会計士協会と、会社法の規定によって設立された会計士協会について、
説明を行っている。会計士法が存在せず、法律が会計士を保護することが極
めて少ないとしながらも、「英人が一般に、不羈独立なる会計士の監査が、
出資者の利益を保護する上に於て、非常に有効なることを認識」している現
状が記載されている。「第六　我国に於ける会計士事業の前途」では、日本
の会計士事業を発達させるためには、法律の力に頼ることの必要性を唱えて
いる。また、会計士による監査の利益を、一般に広く知らしめることが必要
であるとしている。渡部の所感として、日本の会計士の現状と、英国での経
験から、「会計事務」の将来性に期待を寄せていたことが明らかになった。
　説苑の1本目は、東奭五郎23による「会計士の職務私見」である。本説苑では、
「会計士とは、会計に関する特種専門的智識及技能に併せて相当の経験を有
し、他人の需めに応じて其勤務を提供するもの」とし、「高等職務（Profession）
たる社会上の地位は、医師・僧侶・弁護士及建築技師等に準ずべき」である
のが英米諸外国の実例であるとしている。会計士の任務は、「使込み・不当
支出・横領・背任等」の検挙発見ではなく、「経営事業の損益計算は、会計
学の原理に照して正当且合理なるか否かを吟味考察すること」であると述べ
ている。そして、会計士は「経営事業の損益状態を公平誠実に監査し、同時
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にその由来を釈明して経営当事者にその経営方針たるべき資料を提供し、斯
くして有利の事業には俉々多額の資本を放下し、而して不利なる事業よりは
成るべく速にその資本を他へ転換せしめんとの勧奨に努むる」とし、より広
範な社会的責務を持つべきものであると説いている。具体的な会計士の業務
については触れられていない。
　説苑の 2本目は、竹内恒吉による「会計士法制定に伴ふ三問題」である。
三問題とは、会計士の職務範囲、資格要件、会計士養成を指している。この
うち本稿では職務範囲についてのみ取り上げる。職務範囲については、純然
たる会計的職務である「会計組織の立案、会計事務の指導」「会計の調査、
会計上の鑑定仲裁」「会計監査」と、いわゆる会計代弁業である「会計整理」
「会計書類の作成」「清算事務」「財産管理」は、観念としては区別すべきも
のであると述べている。しかし、依頼者側の要請や、会計士の職務の現状と
して、全てを含めることが適切であるとしている。竹内は、『会計士会々報』
第 1号においても、会計士の業務を監査にとらわれず広く扱うことを主張し
ており、本説苑に於いても、会計士法制定に際して、会計士の業務を広くと
らえる必要性を説いている。
　『日本会計士会々報』第 2号の巻末において、1921 年 11 月 9 日付けで日
本会計士会の社団法人として承認されたことが報告されている。

（3）『日本会計士会々報』第 3号（1923 年 12 月発行）
　第 3号は、建議 1本、宣言 1本、論説 2本、資料 2本、雑録 3本が掲載さ
れている。本号は 1923 年 12 月に発行されている。この年の 9月 1日には関
東大震災が発生しており、本号は震災の影響を大きく受けた内容となってい
る。
　建議は、「商法の規定中一部適用停止に関する建議」である。罹災商工業
の会計処理に関係のある規定の一部適用停止を、内閣総理・司法・農商務・
大蔵の四大臣に建議書を提出している。
　宣言は、「災害と会計士の職務」である。災害時の損益計算や会社の清算
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などは困難であるとしつつ、会計士の職務は公共的であるとし、その活用を
訴えている。
　論説の 1本目は、奥田大造による「大震火災と商工業の会計処理」である。
本論説では、考えられる損額を列挙し、その金額の算定を適正に行うことの
必要性を説いている。非常時においても適切な会計処理が復興につながると
主張している。
　論説の 2本目は、森本彌吉 24 による「日本会計士会の一事業に就て」である。
本論説では、「日本会計士会は会計業務の統一的指導機関を設けることが最
大急務である」ことを主張している。その第一歩として、「会計用語」と「勘
定科目」の統一を挙げている。将来は「会計用紙」や「会計帳簿」の統一に
言及し、日本会計士会のフォームを作成することを提言している。
　資料の 1本目は、「英国に於ける戦時慈善会取締法」である。第 1次世界
大戦中の英国において、戦時慈善事業として多額の寄付金が集められた。し
かし、目的外に使用されるなど、不正の事実が続出したため、戦時慈善事
業取締法（War charity Act）が定められた。英国会計士の機関雑誌「The 
Accountant」に掲載された法律の要領と同誌の批評が掲載されている。本
法律は、会計帳簿の作成と監査を求めている。
　資料の 2本目は、渡部義雄による「英国会計士協会の勅許状及基本規則」
である。115 の詳細な規定を紹介している。
　雑録の 1本目は、「大阪工業会の会計士法制定建議」である。会計士制度
の確立が、我が国企業の健全な発展と、経済界の信用増進に必要であると考
え、大阪工業会が内閣総理大臣等に対して提出した「会計士法制定に関する
意見書」を紹介している。
　雑録の 2本目は、「会計士の職務と各種事業との関係」である。日本会計
士会が、社団法人として認可を得たことを機会に、各方面に職務上の了解を
得るために、会計士の職務と各種事業との関係についての文書を提出した文
面を掲載している。「（一）各商業会議所会頭宛」では、「会計士の職務は、
主として企業に於ける会計の健全なる発達に参画貢献するもの」であるとし、
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英国の繁栄は会計士の職務上の活動が財界に貢献していると言及している。
社団法人日本会計士会を設立し、会員の資格・技能・信用等に基準を定め、
安心して企業に利用できる方法を開拓していくと宣伝している。「（二）各税
務監督局長並各税務署長宛」では、先進国英米二ヶ国について、「税務に関
する事務は、会計士の取扱ふ職務の内重要なるものゝ一項」であると主張し
ている。とくに英国では、会計士が監査に従事するだけではなく、会計事務
や、税務署に提出する損益計算書の作成にまで関与している実態を説明して
いる。計算書に不備があった際には、税務署と会計士が折衝を行うことにも
言及している。日本では納税者の中には税法税務の手続きを理解していない
だけでなく、会計組織や帳簿の不備により申告すべき所得の金額すら判明し
ない実例が少なからず存在するとし、会計士が納税者と税務署との中間に介
在する利点を強調している。「（三）各組合銀行頭取宛」では、「銀行業と会
計士の職務とは、極めて密接の関係」があるとし、英米諸外国を例に挙げな
がら、銀行が取引先に「貸借対照表其の他財政状態一覧表」を差し出させる
場合に会計士の証明書を添付するように勧めることこと、「巨額又は長期に
亘る資金融通」の場合に、会計士の監査を受け、監査報告書を提出するよう
に勧めることを要求している。「（四）大蔵大臣宛」では、大蔵省をはじめと
する官署へ提出する計算書表に、会計士の証明を添付するなどの利用を願っ
ている。（一）から（四）は、いずれも各方面に会計士の職務を紹介し、業
務の拡大を狙っている。日本会計士会の社団法人認可をきっかけとし、会計
士の地位向上と業務の拡大を図っていた。監査業務だけではなく、その他の
業務についての言及が目立つ。特に、税務に関する業務に大きな期待を寄せ
ていたように感じられる。他方、銀行や大蔵省に対しては、監査業務の利用
を要求しており、英国を範とした監査業務の広がりにも期待していたようで
ある。これらは、日本会計士会が当時における会計士の業務について、どの
ように考えていたかがわかる貴重な資料であろう。
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（4） 『日本会計士会々報』第 4号（1924 年 7 月発行）
　第 4号は、講演記録 3本、資料 1本、判例 1本、漫録 1本が掲載されている。
　講演記録は、下野直太朗 25 の「帳簿の必要」、太田哲三 26 の「誤れる損益
計算と其結果」、会計士である東奭五郎の「販売業における原価計算法」で
ある。いずれも東京府産業部と日本会計士会が連合して開催した会計能率増
進講演会の記録である。日本会計士会が、実務家だけではなく、大学研究者
と連携して運営を行っていたことがわかる。3講演ともに、会計士の具体的
な業務に触れることはなく、会計の重要性や会計処理法を説明している。
　資料は、渡部義雄による「米国の会計士法及会計士協会の規則」である。
米国の 2種の会計士 27 について、各州の会計士法と、アメリカ会計士協会の
基本規則等を紹介している。

Ⅲ　会計士の業務

（1）先行研究にみる会計士の業務
　戦前の会計士は、法律の規定はなく、イギリスやアメリカの会計士を範と
して、自ら会計士と称し、会計事務所を営んでいた。これまでの先行研究や
資料から、戦前における会計士の業務は、断片的に明らかになっている。
　企業統治の観点から、1920 ～ 1930 年代における電力業において会計監査
の影響があったことが明らかになっているが（北浦 2014　166-174 頁）、監
査の委託先は英国勅許会計士や米国公認会計士であった 28。計理士法成立以
降、計理士による業務は、計理士木村禎橘による呉羽紡績の監査や、東・渡
部会計事務所による川崎造船所の資産査定など、監査の視点から断片的に明
らかになっている（北浦 2014　229-231 頁）。また、計理士法前後には、商
工省が会計士の人数等を調査しており、その学歴や県別の分布等が明らかに
なっている。計理士法制定直前の 1926 年に、日本経営学会によって当時会
計士と称する者の業務の実態調査が行われているが、会計士の創立期の業務
は、監査以外の業務を含めその全容は明らかになっていない。
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　上述した東奭五郎は、自ら経営する会計事務所の職務要領（1916 年）に、
業務内容の記載があり、当時の会計士業務の一端をうかがい知ることができ
る。7つの業務を挙げていて、会計監査に近い業務と、それ以外の業務（会
計事務、税務など）が挙げられている（全日本計理士会職業会計人史編纂委
員会編 1973　45-46 頁）。しかし、どのような比重で業務を扱っていたのか
は明らかではない。

（2）『日本会計士会々報』にみる会計士の業務
　第 1号では、冒頭の講演記録が税務に関する内容である。会報の創刊号の
巻頭を飾る講演記録が、税務業務に関することであり、当時の会計士業務に
おける比重が高かったものであると考えられる。当時の会計士は、法律によ
って規定された存在ではない。つまり、講演者の所属する「東京税務監督局」
は会計士の監督省庁ではない。しかし、税務監督局や税務署を挟んで、顧問
先の存在があったものと思われる。税務が重要な業務であったことを示唆し
ている。また、会計士の森田や竹内の記述からは、会計士の業務の中心が、
監査ではなく会計事務や税務であることがうかがえる。
　第 2号では、会計士の業務を監査のみにとどめることなく、広く会計事務
や税務を取り扱うことを主張する論説等が目立つ。とくに渡部の「英国会計
士に対する所感」は、日本会計士会の会員に対して発信した影響力は強かっ
たものと思われる。渡部が勤めていた東会計士事務所では、イギリスやアメ
リカの会計士を模範として会計事務所を営んでいた。その模範となるべきイ
ギリスの会計士は、制度としての監査が発達しているにもかかわらず、業務
の実態は会計事務の比重が高かった。渡部は、日本においても監査以外の業
務の将来性の高さに期待していた。単にイギリスの会計士業務を紹介するだ
けではなく、日本の監査以外の業務に依存している実情を発展させることに
活路を見出している。
　第 3号では、雑録として掲載されている「会計士の職務と各種事業との関
係」の内容が、当時の会計士の業務の状況を明らかにしている。「各税務監
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督局長並税務署長宛」に英米諸外国の例を用いながら、会計士の業務として
税務の重要性を強調している。他方、銀行や大蔵省に対しては、監査の活用
を訴えているものの、記載の順番は税務の後である。
　第 1号から第 4号において、現代の公認会計士が担っているような監査業
務の記載は少なく、業務に関して言及されているのは、税務や会計事務の比
率が高かった。会計士の業務の実態を表しているものと言えよう。

おわりに

　戦前の会計士の業務の実態は明らかになっておらず、業務内容の手掛かり
となりうる『日本会計士会々報』は、これまでほとんど注目されることはな
かった。本稿は、『日本会計士会々報』を考察することにより、当時の会計
士業務の一端を明らかにしようと試みた。
　当時の会計士は、法律によって規定された存在ではなく、イギリスやアメ
リカを模範として、業務を行っていた。渡部義雄のイギリス留学の経験とそ
の紹介からは、とくにイギリスの会計士業務を、日本の会計士が倣おうとし
た形跡が見られる。そして『日本会計士会々報』の論説等からは、当時の業
務として、税務や監査に付属する会計事務の比重が高かったことをうかがい
知ることができる。会計士のあるべき姿として、業務内容の現状を踏まえ、
業務の軸足を税務や会計事務に依拠しようとしていたことが明らかになった。
　それでは、『日本会計士会々報』は、その後の会計士業務の発展や、計理
士法制定にどのような役割を果たしたのであろうか。日本会計士会は、会計
士の地位向上のために設立された。会計士の団体結成は、イギリスの会計士
制度を目指していたものと思われる。イギリスでは、会計士の団体に国王（国）
より勅許（許可）が与えられ、当該団体の会員になることにより会計士とな
ることができた。会員になるために実務経験や試験などの要件が設けられて
いた（友岡 2010）。日本会計士会も試験を課すなどの厳格な入会審査を行っ
ていた。しかし、のちの計理士法は、計理士を法律で規定しながら、現代の
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公認会計士のように監査の独占業務は与えず、計理士の業務を広く捉え、計
理士の地位は決して高いものとはならなかった（太田 1968、原 1989）。日本
会計士会に対しても特別な地位を与えたわけではない。
　本稿で取り上げた時期における日本会計士会は、有力な会計士が多数参加
していた。会報から発信された内容は、計理士法を作成するにあたって、会
計士業界の総意として考慮されたと思われる。会報では、当時の会計士業務
の実態、つまり税務をはじめとする監査以外の業務に依存した状況を発信す
ることとなった。これは、会計士の役割を広くとらえすぎており、結果とし
て監査業務が軽視されることにつながったのではないだろうか。監査の重要
性が社会的に認知されることにはつながらなかったものと思われる。また、
日本会計士会がイギリスの会計士団体のような地位を得ることができなかっ
たのは、会員が 20 数人と少なかったことや、会計士業務の歴史が浅かった
こと 29 が影響しているかもしれない。計理士法の制定以降、計理士団体より
法律の改正を求める運動が起こされた（原 1989、平野 2012）が、実現され
ることなく終戦を迎える。戦後、連合国の占領とアメリカの指導のもと、証
券取引法（1947 年）と公認会計士法（1948 年）が相次いで施行され、職業
会計人の地位向上と、監査の独占業務の付与はここに実現することとなる。
　本稿では、日本会計士会の創立期における業務を、『日本会計士会々報』
の第 1号から第 4号を用いて検討を行った。しかし、計理士法の直前の会計
士業務を理解するためには、『日本会計士会々報』の後半の第 5号から第 9
号を検討する必要があるであろう。さらに、計理士法の成立以降の『日本計
理士会々報』や、日本会計士会・日本計理士会以外の業界団体の発言も検討
する必要があると思われる。会計士の団体は、日本会計士会以外にも、多く
が誕生した 30。とくに、全日本計理士協会は『全日本計理士会会報』を発行
しており、考察する価値のある資料だと思われる。これらの資料を考察し、
当時の職業会計人の業務を明らかにすることが、今後の課題である。
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＜本文注釈＞

1 原タイトルは、旧字体を使用していて『日本會計士會々報』となっている。以下、

本稿では、新字体を用いる。

2 例えば、後述する東会計人事務所の会計人職務要領の冒頭文（1916 年）におい

て、英国の国王特許会計士や米国の州法免許公会計士を範として会計士の職務

を開始することが述べられている（日本公認会計士協会 25 年史編さん委員会編

1975　45 頁）。

3 当初会計業務を営む者は、会計人、会計士、監査士、会計監査士など自称して

いたが、大正末期にほぼ会計士に統一されていった（日本公認会計士協会 25 年

史編さん委員会編 1975　49 頁）。

4 公認会計士法は第二条第一項において「公認会計士は、他人の求めに応じ報酬

を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。」と規定している。

5 1909 年に生じた大日本製糖株式会社の破たんとその後に展開する政界を巻き込

んだ疑獄事件である（原 2005）。架空利益の計上などの粉飾が行われた（久保

田 1976）。

6 『日本会計士会々報』第 1号の巻末に記載された日本会計士会定款に、成立時の

社員（会員）は 27 名との記載がある。なお、『職業会計人史』（全日本計理士会

職業会計人史編纂委員会編 1973）には、当初の会員は 9名であったとの記載が

あるが（9頁）、誤りであると思われる。さらに、『公認会計士制度 25 年史』（日

本公認会計士協会 25 年史編さん委員会編 1975）には、創立当初の会員は 20 名

との記載があるが（54 頁）、誤りであると思われる。20 名は『日本会計士会々報』

第1報の巻末の名簿の人数であり、設立直後に退会や死去で会員数が減っている。

7 国立国会図書館がウェブサイト上に運営する国立国会図書館サーチによれば、

国立国会図書館には『日本会計士会々報』第 2号の東奭五郎著「会計士の職務

私見」の抜刷のみ所蔵されている。また『日本会計士会々報』第 1号が熊本県

立図書館に所蔵されていることが確認できる（2016 年 9 月 26 日現在）。国立情

報学研究所のデータベースCiNii によれば、『日本会計士会々報』は全国の 9大
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学に、『日本計理士会々報』は 11 大学に、それらの一部が所蔵されている（2016

年 9 月 26 日現在）。

8 第 1 号から第 4号は、名古屋大学国際経済政策研究センター情報資料室におい

て閲覧した。第 5号から第 8号は、早稲田大学中央図書館において閲覧した。

9 第 9 号から第 11 号、第 13 号、第 14 号、第 16 号、第 17 号、第 19 号は、早稲

田大学中央図書館において閲覧した。第 12 号、第 15 号、第 18 号、第 20 号は、

名古屋大学国際経済政策研究センター情報資料室において閲覧した。

10 後に『日本会計士会々報』第 4号（1924 年）から第 8号（1927 年）の役員名簿

において、監事として名を連ねている。

11 『日本計理士会々報』第 9号（1929 年）から第 15 号（1935 年）の名簿で、肩書

が代議士と確認できる。

12 文中には「行政の民衆化」「税務の民衆化」の文言が登場しており、大正デモク

ラシーの影響を感じ取ることができる。

13 森田は、日本会計士会の創立メンバーの一人で、当初より当会の理事に名を連

ねている。なお、『会計士会々報』第 6号（1926 年）において日本会計士会を

退会したことが記されている。

14 『会計学大辞典』（安藤他編 2007）によると「最初に会計事務所を開いて監査業

務を行った」のは森田であると記載されている。他方、『近代職業会計人史』（全

日本計理士会職業会計人史編纂委員会編 1973）には、大坪文次郎が我が国で初

めて「職業会計人として業務を営んだ」と紹介されている。「わが国で初めて職

業会計人としての業務を営んだのは森田熊太郎であるとするのが通説であった。

事務所を設立したのは明治 40 年である。大坪文次郎が事務所を設けたのはそれ

より 17 年も早い。」と記載されている。『公認会計士制度 25 年史』（日本公認会

計士協会 25 年史編さん委員会編 1975）では、「会計事務所の出現」として大坪

の東京計算局事務所（東京・日本橋）の存在を挙げている。

15 『日本会計士会々報』第 1号の名簿には、森田会計調査所と同上大阪出張所の記

載が確認できる。

16 『会計学大辞典』には、紳士録の記載から「昭和 8年前後に死去したのかもしれ
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ない」とされている（安藤他編 2007　1294 頁）。『日本計理士会々報』第 12 号（1932

年・昭和 7年 12 月発行）に「森田熊太郎氏の死を悼む」の訃報記事が掲載され

ており、1932 年（昭和 7年）に死去したものと思われる。

17 議会における審議の経緯は、原征士（1989）『わが国職業的監査人制度発展史』

第 2章「大正期会計士法立法運動の展開」（51 頁～ 101 頁）に審議の経緯が詳

細に述べられている。

18 竹内は、日本会計士会の創立メンバーの一人で、当初より理事を務めている。

また、会計士として会計士竹内恒吉事務所を大阪のほか名古屋と東京に開設し

ていた。『日本会計士会々報』第 1号の名簿には、大阪・名古屋・東京の事務

所が記載されている。会計士竹内恒吉事務所所属の会計士として、尾川隆二と

須田近思郎が名簿に名を連ねている。当時としては規模の大きな事務所であっ

たことがうかがえる。また、大新聞に業務広告を出すなど、派手な経営方針で

知られた（太田 1968　77-78 頁）（日本公認会計士協会 25 年史編さん委員会編

1975　49 頁）。

19 竹内自身が、自費で会計士養成所を設けていたとされる（太田 1968　77 頁）。

20 中村は明治大学商学部教授で、大正時代における代表的な会計学者であった（安

藤他編　2007、1076 頁）。日本会計士会では、入会のための試験委員嘱託とし

て名を連ねている。

21 奥田は、日本会計士会の創立メンバーの一人で、当初より常務理事を務めている。

『日本会計士会々報』第 1号より編集兼発行人にその名を確認することができる。

東京に奥田会計士事務所を開設していた。

22 渡部は、当時は東会計士事務所員で、1928 年に会計士となった（安藤他編　

2007、1385-1386）。後に、東会計士事務所から東・渡部会計事務所と改名し、

東の引退後は事務所長となった。『日本会計士会々報』第 2号の名簿にその名を

確認することはできないが、後に日本会計士会の評議員、日本計理士会の常務

理事を経て理事長に就任している。

23 東は、神戸高等商業校教授を務めていたが、1916 年に教職を離れ、東京におい

て「東会計人事務所」を設立して会計業務を開始した（全日本計理士会職業会
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計人史編纂委員会編 1973、5）。日本会計士会の創立メンバーの一人で、初代理

事長を務めている。

24 森本は、神戸に森本会計事務所を開設していた。『日本会計士々報』第 2号の名

簿より、その名を確認することができる。

25 当時は東京商科大学教授である。『日本会計士会々報』第 1号の役員名簿におい

て、試験委員嘱託として名を連ねている。後の日本計理士会の客員之部にその

名を確認することができる。

26 当時は東京商科大学講師である。後の日本計理士会の客員之部にその名を確認

することができる。

27 米国における各州の会計士法の規定に従って州政府の免許を受けた会計

士であるサーチファイド、パブリック、アカウンタント（Certified Public 

Accountant）と、試験に合格した者が会員として会計士業に従事している『ア

メリカ会計士協会々員』（Member of the American Institute of Accountants）

である。

28 北浦は、日本の電力会社に対する監査が英米会計士によって行われていた状況

から、「日本の会計プロフェッションによる保証が、英米の社債引受会社や投資

家により信用されていなかったことを示している」（北浦 2014　169 頁）と述べ

ている。

29 友岡（2010）は、世界最初の会計士団体であるエディンバラ会計士協会（イギリス。

1853 年に設立、1854 年に勅許を受ける）の前に、18 世紀には会計プロフェッ

ションの萌芽がみられると指摘している。イギリスでは、歴史的な変遷を経て

会計プロフェッションが生まれてきたことに言及している。

30 東京会計士協会（1925 年創立）、第一会計士会（1926 年創立）、全日本計理士協

会（1928 年創立）などがある。
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